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決
算
特
別
委
員
会
の
７
日
目
に
、
各
会
派

を
代
表
し
て
９
人
の
委
員
が
、
各
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
全
般
に
わ
た
り
総
括
質
問
を
行

い
ま
し
た
。
以
下
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

決算
特別委員会
総括質問

決算
特別委員会
総括質問

介護報酬の見直しに関する意見書
介護保険制度が平成12年に開始されてから今日までの間、サービス供給主体の多様化、サービス供給量の増加、
サービスの質の向上という点で飛躍的な進展があった。
しかしながら、介護保険制度発足後２度にわたる介護報酬の改定などを背景に運営事業者の収支差の率は大幅
に低下しており、特に東京特別区の地域においては、国の平成19年事業経営概況調査においても介護老人福祉施
設の場合、収支差がマイナス５.２％となっている。また、昨今の食材費や燃料費の高騰は事業運営に大きな影
響を与えている。
こうした中で、従事者の給与水準は相対的に低く、介護現場においては離職者の補充が困難になるなど人手不
足が深刻化している状況にある。このような状況を看過することは、ようやく整いつつある介護基盤を揺るがす
ことにつながりかねない。
他方、国においては、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する指針」を昨年改正してお
り、この中では国民各層から選択される職業となるよう給与を含めた労働環境の改善が明記されている。
そこで、品川区議会はこの人材確保指針の趣旨が実現されるよう介護報酬の改定の中で、とりわけ都市部にお
ける報酬加算率を含め十分配慮されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成20年10月22日

品川区議会議長　伊藤昌宏

内閣総理大臣　麻生　太郎　様
厚生労働大臣　舛添　要一　様

等
す
る
の
か
。
e
地
域
で
の
存
在

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

!1
学
校
跡
地
の
有
効
活
用
に
つ
い

て
地
域
の
方
々
で
検
討
委
員
会
を

つ
く
り
、
検
討
を
進
め
て
い
る
。

公
有
地
の
活
用
に
対
し
、
地
域
住

民
の
優
先
権
等
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
る
の
か
。
!2
ウ
ェ
ル
カ

ム
セ
ン
タ
ー
原
に
つ
い
て
3
利
用

料
の
設
定
が
さ
れ
た
経
緯
等
は
。

e
近
隣
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
と
重

な
ら
な
い
よ
う
に
、
斬
新
な
活
用

を
研
究
し
運
用
を
。
!3
公
有
地
の

活
用
に
お
け
る
、
区
の
政
策
と
、

地
域
住
民
や
全
区
民
の
思
い
と
の

関
係
お
よ
び
協
働
に
つ
い
て
伺
う
。

!4
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
考
え
で

組
織
改
正
、
連
携
事
業
を
進
め
て

い
く
の
か
。

児
童
保
健
事
業
部
長

q
昨
年

度
は
小
学
校
21
校
と
公
私
立
の
幼

稚
園
・
保
育
園
33
園
が
各
種
の
交

流
事
業
を
行
っ
た
。
w
本
年
度
は

関
係
機
関
の
方
々
に
呼
び
か
け
研

修
会
を
開
催
し
て
い
る
。
e
こ
れ

か
ら
も
親
育
ち
の
支
援
の
観
点
か

ら
積
極
的
に
働
き
か
け
る
。
r
こ

れ
か
ら
は
就
学
前
に
お
け
る
乳
幼

児
教
育
の
強
化
が
国
を
挙
げ
て
の

課
題
と
な
る
な
ど
だ
。
t
大
事
な

こ
と
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
ひ

と
し
く
保
育
・
教
育
の
機
会
を
提

供
し
、
親
の
子
育
て
を
支
援
す
る

こ
と
だ
。
y
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
に

対
応
し
た
費
用
負
担
の
あ
り
方
を

研
究
す
る
。
!0
3
こ
れ
か
ら
も
親

育
ち
支
援
な
ど
を
通
し
て
相
談
業

務
を
充
実
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

e
子
ど
も
や
青
少
年
の
健
全
育
成

の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
地
域

に
根
差
し
た
活
動
を
充
実
さ
せ
る
。

教
育
次
長

u
地
理
的
条
件
等

を
も
と
に
連
携
グ
ル
ー
プ
を
形
成

し
て
い
る
。
i
各
学
校
で
の
取
り

組
み
の
さ
ら
な
る
進
展
と
充
実
を

支
援
す
る
。
o
3
事
業
ノ
ウ
ハ
ウ

の
平
準
化
等
を
図
り
、
事
業
の
円

滑
な
継
続
に
向
け
た
取
り
組
み
は

必
要
だ
。
e
今
後
と
も
保
護
者
や

地
域
の
方
と
も
連
携
を
密
に
す
る

な
ど
、
事
業
運
営
に
当
た
る
。

区
長

!1
区
が
近
隣
の
皆
様
の

考
え
を
お
聞
き
す
る
の
は
、
地
域

の
権
利
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は

な
く
、
政
策
決
定
の
一
助
と
す
る

た
め
だ
。
!2
3
地
域
住
民
で
構
成

す
る
運
営
協
議
会
が
、
利
用
料
を

検
討
し
決
定
し
た
。
e
施
設
ご
と

の
利
用
の
実
態
や
区
民
の
声
を
踏

ま
え
な
が
ら
検
討
す
る
。
!3
地
域

の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
つ

つ
、
区
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
そ

れ
に
対
す
る
ご
意
見
を
伺
い
、
さ

ら
に
区
の
考
え
を
ご
説
明
す
る
と

い
う
相
互
関
係
を
一
貫
さ
せ
る
な

ど
の
姿
勢
で
臨
む
。
!4
組
織
の
各

部
門
が
区
民
と
の
連
携
の
あ
る
べ

き
姿
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が

不
可
欠
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点

を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
な

組
織
づ
く
り
を
検
討
し
て
い
る
。

教
育
環
境
に
つ
い
て

q
介
助
員
制
度
の
変
更
理
由
等

に
つ
い
て
伺
う
。
w
各
学
校
の
特

別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

に
つ
い
て
、
専
門
的
に
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
す
る
立
場
の
人
材
を
区
独

自
で
配
置
し
て
は
。
e
学
校
施
設

の
屋
上
緑
化
に
つ
い
て
、
改
善
状

況
等
を
伺
う
。

教
育
次
長

q
心
身
障
害
教
育

か
ら
特
別
支
援
教
育
へ
の
流
れ
の

中
で
、
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に

制
度
変
更
を
行
っ
た
。
w
支
援
体

制
を
と
っ
て
お
り
、
区
独
自
に
別

途
配
置
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な

い
。
e
現
在
、
３
校
に
お
い
て
、

土
や
植
物
の
選
び
方
等
を
実
験
的

に
行
っ
て
お
り
、
今
後
の
取
り
組

み
の
参
考
に
し
た
い
。

q
幼
保
小
の
連
携
に
つ
い
て
、

小
学
校
と
隣
接
す
る
幼
稚
園
や
保

育
園
の
交
流
の
実
績
等
は
。
w
冊

子
「
の
び
の
び
育
つ
し
な
が
わ
っ

こ
」
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い

く
の
か
。
e
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
問

題
の
解
決
に
は
、
保
護
者
へ
の
働

き
か
け
も
重
要
で
は
。
r
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
の
幼
保
一
体
化
施
設
が

運
営
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
今
後

に
つ
い
て
伺
う
。
t
保
育
園
と
幼

稚
園
に
対
す
る
、
保
護
者
の
認
識

の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る

の
か
。
y
費
用
負
担
等
、
幼
稚
園

や
保
育
園
で
平
等
に
教
育
を
受
け

ら
れ
る
区
独
自
の
制
度
の
創
設
を
。

u
小
中
一
貫
教
育
の
連
携
校
の
組

み
合
わ
せ
等
に
つ
い
て
伺
う
。

i
各
学
校
の
特
色
を
明
確
に
示
す

べ
き
だ
。
子
ど
も
た
ち
の
個
性
を

精
い
っ
ぱ
い
伸
ば
せ
る
環
境
整
備

の
研
究
を
。
o
す
ま
い
る
ス
ク
ー

ル
に
つ
い
て
3
新
規
・
中
途
採
用

を
行
い
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
等
を
。

e
地
域
の
子
育
て
の
輪
を
広
げ
る

担
い
手
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い

が
、
見
解
は
。
!0
児
童
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
3
今
後
、
役
割
は
拡
大

西本　貴子 議員（無会）

連携・協働について

平成20年第2回区議会定例会で採択し、区長に報告を求めた陳情について、
次のとおり報告があったので、お知らせいたします。
ホームレス救済の施設の建設に関する陳情
特別区と東京都は、ホームレス問題について、都区が一体となって取組む
べき課題と認識し、自立を支援しています。
これまでの応急援護を中心とした対応から、平成12年7月に都区の共同事
業として就労自立に向けて一貫した自立支援システムを構築しました。第1
ステップでは、緊急一時保護センターにおいて心身の回復と今後の処遇方針
を定め、第2ステップで自立支援センターにおいて就職活動や就労定着に向
けた取組みを行っています。
23区の5ブロックごとに各区持ち回りで5年単位にこれらの施設を設け、

その運営を特別区人事・厚生事務組合に委託しています。品川区の属する第
3ブロックでは、緊急一時保護センターを世田谷区が平成23年まで設置しま
す。自立支援センターは渋谷区が平成21年まで設置し、その後は品川区が
設置することになっています。
したがいまして、今後も着実な自立にむけた取組みを続けていきます。

採択されて区長に送られた陳情についての報告

３
長
期
基
本
計
画
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
に
つ
い
て

４
商
店
街
の
装
飾
灯
（
商
店
街
の
負
担
、

電
気
代
補
助
等
）
に
つ
い
て

阿
部
祐
美
子
　
委
員
（
民
主
）

１
安
心
で
き
る
子
育
て
環
境
（
近
隣
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
、

学
校
か
ら
の
緊
急
情
報
メ
ー
ル
等
）

に
つ
い
て

２
特
別
支
援
教
育
（
各
学
校
の
体
制
整

備
、
学
習
支
援
員
・
介
助
員
の
体
制

等
）
に
つ
い
て

３
高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

４
団
塊
世
代
意
識
調
査
に
つ
い
て

５
職
員
の
再
任
用
に
つ
い
て

渡
部
　
　
茂
　
委
員
（
無
ク
）

１
学
校
教
育
（
新
学
習
指
導
要
領
と
小

中
一
貫
教
育
要
領
と
の
違
い
、
学
校

選
択
制
）
に
つ
い
て

２
在
宅
介
護
の
状
況
と
今
後
に
つ
い
て

３
広
報
広
聴
（
メ
ー
ル
配
信
と
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
の
導
入
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の

双
方
向
性
）
に
つ
い
て

４
住
基
カ
ー
ド
の
活
用
に
つ
い
て

藤
原
　
正
則
　
委
員
（
無
会
）

１
財
政
と
基
金
（
基
金
積
み
立
て
の
必

要
性
と
目
的
、
19
年
度
に
大
幅
増
と

な
っ
た
理
由
等
）
に
つ
い
て

２
保
育
園
待
機
児
童
対
策
に
つ
い
て

３
観
光
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

４
武
蔵
小
山
駅
前
再
開
発
に
つ
い
て

５
長
期
基
本
計
画
の
実
現
に
向
け
た
組

織
改
正
（
職
員
体
制
、
人
材
育
成
等
）

に
つ
い
て

市
川
　
和
子
　
委
員
（
ネ
ッ
ト
）

１
特
別
支
援
教
育
（
介
助
員
・
支
援
員
、

委
託
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
諸
課
題
、
発
達
障
害

児
対
応
等
）
に
つ
い
て

２
妊
産
婦
へ
の
支
援
（
国
保
の
出
産
育

児
一
時
金
、
区
内
の
産
科
の
状
況
等
）

に
つ
い
て

３
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
特
定
事

業
主
行
動
計
画
の
進
捗
状
況
等
）
に

つ
い
て

大
沢
　
真
一
　
委
員
（
自
民
）

１
財
政
健
全
化
法
（
制
定
の
背
景
と
目

的
、
判
断
比
率
の
自
治
体
間
比
較
、

財
務
諸
表
の
整
備
な
ど
公
会
計
改
革

と
の
関
係
等
）
に
つ
い
て

２
各
種
統
計
調
査
の
目
的
と
区
の
施
策

へ
の
活
用
に
つ
い
て

３
日
本
語
の
乱
れ
（
活
字
離
れ
へ
の
学

校
教
育
の
対
応
、
会
話
能
力
の
養
成

等
）
に
つ
い
て

須
藤
　
安
通
　
委
員
（
自
民
）

１
国
語
教
育
（
美
し
い
日
本
語
の
学
習

等
）
に
つ
い
て

２
学
校
耐
震
化
工
事
（
進
捗
状
況
、
今

後
の
進
め
方
）
に
つ
い
て

３
平
成
19
年
度
一
般
会
計
（
各
款
別
の

執
行
率
、
決
算
審
査
意
見
書
の
留
意

事
項
、
事
務
執
行
に
お
け
る
職
員
の

意
識
改
革
）
に
つ
い
て

浅
野
　
浩
之
　
委
員
（
公
明
）

１
広
報
し
な
が
わ
（
評
価
と
認
知
度
向

上
、
広
告
料
収
入
と
広
告
掲
載
可
否

の
判
断
基
準
、
配
布
方
法
等
）
に
つ

い
て

２
電
子
自
治
体
の
推
進
（
電
子
申
請
お

よ
び
届
出
の
登
録
件
数
と
実
際
の
件

数
等
）
に
つ
い
て

３
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
に

つ
い
て

武
内
　
　
忍
　
委
員
（
公
明
）

１
区
民
と
の
協
働
（
こ
れ
ま
で
の
協
働

の
総
括
と
今
後
の
進
め
方
、
区
と
区

民
の
役
割
を
明
確
に
し
協
働
の
推
進

に
向
け
た
条
例
の
制
定
、
基
金
の
設

置
や
区
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設

置
な
ど
協
働
の
担
い
手
へ
の
支
援
、

防
災
・
防
犯
を
通
じ
た
協
働
の
あ
り

方
）
に
つ
い
て

南
　
　
恵
子
　
委
員
（
共
産
）

１
新
た
な
特
養
整
備
の
考
え
方
に
つ
い

て
２
介
護
保
険
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
、
市
町
村
特
別
給
付
事
業
）
に
つ

い
て


